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改 正 後 改 正 前

第１ 管轄登記所における事務の取扱い 第１ 管轄登記所における事務の取扱い

［１を削る。］ １ 法第１２条の２第１項の登記所の指定

(1) 法第１２条の２第１項の指定は，各法務局又は

地方法務局からの報告に基づき，必要な準備が整

った登記所から，順次，行われる。

(2) 指定を受けた登記所（以下「管轄登記所」とい

う。）は，法第１２条の２第１項の規定により電

子認証に関する事務を取り扱う旨を庁内の見やす

い場所に掲示しなければならない。

１ 電子証明書の発行の請求 ２ 電子証明書の発行の請求

(1) 電子証明書の発行の請求をすることができる者 (1) 電子証明書の発行の請求をすることができる者

規則第３３条の６第１項の請求（以下「電子証 規則第３３条の６第１項の請求（以下「電子証

明書の発行の請求」という｡)をすることができる 明書の発行の請求」という｡)をすることができる

者は，法第１２条第１項各号に掲げる者である（ 者は，管轄登記所に印鑑を提出した者である（法

法１２条の２第１項本文）が，以下の者について １２条の２第１項本文）が，以下の者については

は，この証明に適しないものとして電子証明書の ，この証明に適しないものとして電子証明書の発

発行の請求をすることのできないこととされてい 行の請求をすることのできないこととされている

る。 。
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［ア～コ 略］ ［ア～コ 同左］

［(2)～(3) 略］ ［(2)～(3) 同左］

(4) 調査 (4) 調査

ア 登記官が申請書を受け取ったときは，遅滞な ア 登記官が申請書を受け取ったときは，遅滞な

く，申請書及び電磁的記録に記載・記録された く，申請書及び電磁的記録に記載・記録された

全ての事項を調査しなければならない。この場 全ての事項を調査しなければならない。この場

合において，登記官は，申請人が規則第９条の 合において，登記官は，申請人が法第１２条又

規定により提出した印鑑及びその被証明事項を は第２０条の規定により提出した印鑑及びその

記載した調査票を作成するものとする。 印鑑届出事項を記載した調査票を作成するもの

とする。

［イ～オ 略］ ［イ～オ 同左］

(5) ［略］ (5) ［同左］

(6) 電子証明書の番号の告知 (6) 電子証明書の番号の告知

ア 登記官は，電子認証登記所から電子証明書の ア 登記官は，電子認証登記所から電子証明書の

番号が通知されたときは，申請人にその番号を 番号が通知されたときは，申請人にその番号を

記録した書面を交付する等，適宜の方法をもっ 記録した書面を交付する等，適宜の方法をもっ

て告知し，電磁的記録媒体を申請人等に返還す て告知し，電磁的記録媒体を申請人等に返還す

るものとする。この際，口頭で会社・法人名の るものとする。この際，電磁的記録媒体を第三

確認を行う等により電磁的記録媒体を第三者に 者に返還することのないように，留意しなけれ

返還することのないように，留意しなければな ばならない。

らない。 また，申請書には，整理番号を記載するとと
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また，申請書には，整理番号を記載するとと もに押印するものとする。

もに押印するものとする。 なお，電子証明書の発行の請求をする者は，

なお，電子証明書の発行の請求をする者は， 郵送により電子証明書の番号の告知を請求する

郵送により電子証明書の番号の告知を請求する ことができる。この場合においては，郵送料を

ことができる。この場合においては，郵送料を 郵便切手で納付しなければならない。

郵便切手で納付しなければならない。

イ ［略］ イ ［同左］

ウ 前記ア及びイにかかわらず，規則第１０１条 ［ウを加える。］

第１項第３号の規定により電子情報処理組織を

使用してする電子証明書による証明の請求（以

下「電子証明書オンライン請求」という。）に

あっては，電子証明書の番号を記録したお知ら

せを登記・供託オンライン申請システムに掲示

する方法によりするものとする。この場合には

，電子証明書の番号を記録した書面を申請書に

合綴するものとする。

(7) ［ア～ウ 略］ (7) ［ア～ウ 同左］

エ 電子証明書オンライン請求にあっては，前記 ［エを加える。］

アのほか，電子情報処理組織を使用して取下げ

に係る情報を登記所に提供する方法によっても

することができる。
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２ 電子証明書の使用の廃止の届出 ３ 電子証明書の使用の廃止の届出

電子証明書の発行を受けた者は，その証明期間（ 電子証明書の発行を受けた者は，その証明期間（

法１２条の２第１項第２号の期間をいう。以下同じ 法１２条の２第１項第２号の期間をいう。以下同じ

。）中電子証明書の使用の廃止の届出をすることが 。）中電子証明書の使用の廃止の届出をすることが

できることとされた（法１２条の２第７項）。 できることとされた（法１２条の２第７項）。

電子証明書の使用の廃止の届出は，別紙第２号様 電子証明書の使用の廃止の届出は，別紙第２号様

式又はこれに準ずる様式の届出書によるものとする 式又はこれに準ずる様式の届出書によるものとする

。 。

電子証明書の使用の廃止の届出について，代理人 電子証明書の使用の廃止の届出について，代理人

によってすることができること及び郵送によってす によってすることができること及び郵送によってす

ることができることは，前記１と同様である。 ることができることは，前記２と同様である。

登記官が電子証明書の使用の廃止の届出書を受け 登記官が電子証明書の使用の廃止の届出書を受け

取ったときの事務処理は，前記１と同様である。 取ったときの事務処理は，前記２と同様である。

３ 電子証明書の使用再開の届出 ４ 電子証明書の使用再開の届出

後記第２の３の電子証明書の使用の休止の届出を 後記第２の３の電子証明書の使用の休止の届出を

した者は，電子証明書の使用を再開したときは，電 した者は，電子証明書の使用を再開したときは，電

子証明書の使用再開の届出をすることができること 子証明書の使用再開の届出をすることができること

とされた（規則３３条の１３第５項）。 とされた（規則３３条の１３第５項）。

電子証明書の使用再開の届出は，別紙第３号様式 電子証明書の使用再開の届出は，別紙第３号様式

又はこれに準ずる様式の届出書によるものとする。 又はこれに準ずる様式の届出書によるものとする。

電子証明書の使用再開の届出について，代理人に 電子証明書の使用再開の届出について，代理人に
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よってすることができること及び郵送によってする よってすることができること及び郵送によってする

ことができることは，前記１と同様である。 ことができることは，前記２と同様である。

登記官が電子証明書の使用再開の届出書を受け取 登記官が電子証明書の使用再開の届出書を受け取

ったときの事務処理は，前記１と同様である。 ったときの事務処理は，前記２と同様である。

４ 識別符号（休止届出用暗証コード）の変更の届出 ５ 識別符号（休止届出用暗証コード）の変更の届出

電子証明書の発行を受けた者は，識別符号（休止 電子証明書の発行を受けた者は，識別符号（休止

届出用暗証コード）を変更したときは，識別符号（ 届出用暗証コード）を変更したときは，識別符号（

休止届出用暗証コード）の変更の届出をすることが 休止届出用暗証コード）の変更の届出をすることが

できることとされた（規則３３条の１４第１項）。 できることとされた（規則３３条の１４第１項）。

識別符号（休止届出用暗証コード）の変更の届出 識別符号（休止届出用暗証コード）の変更の届出

は，別紙第４号様式又はこれに準ずる様式の届出書 は，別紙第４号様式又はこれに準ずる様式の届出書

及び告示第４に定める方式に従って必要な事項を記 及び告示第４に定める方式に従って必要な事項を記

録した電磁的記録を提出してしなければならない。 録した電磁的記録を提出してしなければならない。

識別符号（休止届出用暗証コード）の変更の届出 識別符号（休止届出用暗証コード）の変更の届出

について，代理人によってすることができること及 について，代理人によってすることができること及

び郵送によってすることができることは，前記１と び郵送によってすることができることは，前記２と

同様である。 同様である。

登記官が識別符号（休止届出用暗証コード）の変 登記官が識別符号（休止届出用暗証コード）の変

更の届出書を受け取ったときの事務処理は，前記１ 更の届出書を受け取ったときの事務処理は，前記２

と同様である。 と同様である。

５ 電子証明書の再発行 ６ 電子証明書の再発行
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(1) 登記所の管轄変更により管轄登記所に変更が生 (1) 登記所の管轄変更により管轄登記所に変更が生

じた場合 じた場合

［ア～イ 略］ ［ア～イ 同左］

ウ 電子証明書の再発行の請求について，代理人 ウ 電子証明書の再発行の請求について，代理人

によってすることができること及び郵送によっ によってすることができること及び郵送によっ

てすることができることは，前記１と同様であ てすることができることは，前記２と同様であ

る。 る。

エ ［略］ エ ［同左］

(2) ［略］ (2) ［同左］

(3) 規則第３３条の１９の規定による再発行の請求 (3) 規則第３３条の１９の規定による再発行の請求

の場合 の場合

［ア～イ 略］ ［ア～イ 同左］

ウ 電子証明書の再発行の請求について，代理人 ウ 電子証明書の再発行の請求について，代理人

によってすることができること及び郵送によっ によってすることができること及び郵送によっ

てすることができることは，前記１と同様であ てすることができることは，前記２と同様であ

る。 る。

エ 登記官が電子証明書の再発行の申請書を受け エ 登記官が電子証明書の再発行の申請書を受け

取ったときの事務処理は，前記１と同様である 取ったときの事務処理は，前記２と同様である

が，登記官は，必要に応じて発行請求の手続を が，登記官は，必要に応じて発行請求の手続を

行った管轄登記所から電磁的記録を取り寄せる 行った管轄登記所から電磁的記録を取り寄せる

など管轄登記所に保存されている電磁的記録を など管轄登記所に保存されている電磁的記録を
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用いて，当該電磁的記録の内容を申請書に記載 用いて，当該電磁的記録の内容を申請書に記載

された内容に修正の上，再発行手続を行うこと された内容に修正の上，再発行手続を行うこと

となる。この場合，再発行される電子証明書の となる。この場合，再発行される電子証明書の

証明期間の終期は，従前の電子証明書のそれと 証明期間の終期は，従前の電子証明書のそれと

同一とする。 同一とする。

６～８ ［略］ ７～９ ［同左］

９ 電子証明書オンライン請求 ［９を加える。］

電子証明書オンライン請求の取扱いについては，

この通達によるほか，商業登記オンライン申請等事

務取扱規程（平成２４年３月３０日付け法務省民商

第８８６号当職通達）によるものとする。

第２ ［略］ 第２ ［同左］

備考 表中の［ ］の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。














